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4月分の住宅使用料等の納期限（口座振替引落し日)は､4月30日（火）です｡
口座振替ご利用の方は、事前に残高の確認をお願いします｡

も
　く
　じ

　住宅使用料等の納期限は月末です。ただし、末日が金融機関の休業日の場合は、翌月の最
初の営業日となります。

【発行】　東京都住宅供給公社　公営住宅管理部　〒150-8322　渋谷区神宮前5-53-67　コスモス青山

すまいのひろば
２０２４年（令和６年）　４月号

令和６年度住宅使用料等の支払いスケジュール

住宅使用料
令和６年４月分 4月30日(火)

5月31日(金)
7月　1日(月)
7月31日(水)
9月　2日(月)
9月30日(月)

５月分
６月分
７月分
８月分
９月分

納期限(引落し日) 住宅使用料
令和６年10月分 10月31日(木)

12月　2日(月)
1月　6日(月)
1月31日(金)
2月28日(金)
3月31日(月)

11月分
12月分

令和７年　1月分
2月分
3月分

納期限(引落し日)

　口座振替をご利用の方に、住宅使用料等の振替予定金額と振替金融機関をお知らせ
する「住宅使用料等納入通知書兼口座振替案内書」を４月末日までにお送りします。
　年度の途中で減免が終了する方の案内書には、直近の減免期間終了後の住宅使用料欄
に減免の継続手続きをしない場合の金額を表示していますのでご注意ください。
　なお、地域特別賃貸住宅・特定公共賃貸住宅にお住まいの方には、すでに昨年12月にお
送りしています。
　残高不足で引落しができないことがないように、引落し日の前日までに振替口座へ入金し
てください。
　また、引落し状況を確認するために、通帳への記帳を定期的に行うことをお勧めします。
引落しができなかった場合には、翌月20日頃に納付書を郵送しますので、最寄りの金融機
関でお支払いください。

１　口座振替をご利用の方へ

ユトジラんど
への入口
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　令和６年度の「住宅使用料等納入通知書」の発送日は、毎月20日頃です。使用料は納期限ま
でにお支払いください。
①納入通知書を紛失された場合は、「東京都行政手続クラウド申請」で再発行請求ができます。
または、JKK東京　お客さまセンター（８ページの電話番号❶）へご連絡ください。
②視覚障害者の方には、納入通知書を送付する封筒への点字表示が可能です。ご希望の方は、
JKK東京　お客さまセンター（８ページの電話番号❶）にご連絡ください。納入通知書に記載
されている内容については、ご家族、介助者等の方が視覚障害者の方へお伝えください。

２　納入通知書をご利用の方へ

　口座振替（自動払込）依頼書は、「東京都行政手続クラウド申請」にてオンラインで
ご請求ください。または、JKK東京　お客さまセンター（８ページの電話番号❶）へ
ご連絡いただければ、ご自宅へお送りします。

口座振替（自動払込）依頼書の請求ステッ
プ
１

　口座振替を利用したい口座の情報や名義人番号などの情報を記入し、届出印を
押印してください。

必要事項を記入し届出印を押印ステッ
プ
２

　口座振替を利用したい口座のある金融機関窓口へ直接ご提出ください。
金融機関へご提出ステッ

プ
３

簡単・便利・確実な口座振替・自動払込をご利用ください！

お手続きは簡単！３ステップ

らくらく
当月分を月末※に

指定口座から自動振替
※金融機関休日の場合は翌営業日

あんしん
金融機関に並ぶ必要なし
支払い忘れの心配も不要

　原則として、月の前半までに手続きをしていただくとその翌月から、後半の手続きにな
りますと翌々月から引落しになります。
　万が一、引落しができなかった場合は、翌月に納付書をお送りしますので、その納付
書を各金融機関の窓口にお持ちになり、お支払いください。

　ご利用にはユーザ登録が必要です。
　左記二次元コードを読み取り、「申請手続を探す」→06_10（入居
者向け）都営住宅・都施行型都民住宅　各種届出・請求→
⇒【住宅使用料及び共益費】「納付書」の再発行
⇒【住宅使用料及び共益費】「口座振替（自動払込）依頼書」の請求

納付書の再発行、口座振替（自動払込）依頼書のオンライン請求は、
「東京都行政手続クラウド申請」をご利用ください。
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収入超過者について
～都営住宅の明渡し努力義務があります～

　都営住宅は、住宅に困っている収入の少ない方のためのセーフティネットとして、低廉な
家賃で賃貸する公共住宅です。
　都営住宅は、真に住宅に困窮する方に公平かつ適正に供給する必要があります。このため、
公営住宅法や東京都営住宅条例では、収入超過者に対して、都営住宅の明渡し努力義務を定
めています。
　都営住宅に入居を希望しながら入居できない多くの方々のためにも、収入超過者は、都営
住宅の明渡しに努めていただくようお願いします。
　なお､収入超過者には「収入超過についてのお知らせ」を５月中旬頃にお送りする予定です。

収入超過者についてのＱ＆Ａ

Ａ　収入超過者になってからの期間に応じて毎年、割増率が上がっていき、最終的に
　は近傍同種の住宅（近隣の民間賃貸住宅）の家賃並みの使用料となります。

Q 収入超過者になると使用料がどのようになりますか？

Ａ　都営住宅に３年以上入居している方で、入居収入基準を超えた方です。
　入居収入基準は認定所得月額15万８千円ですが、高齢者世帯や障害者世帯等につ
いては、基準が緩和され、認定所得月額21万４千円となります。

Q 収入超過者とは、どのような人ですか？

　Ａ　毎年７月７日までに提出していただく「収入報告書」に基づいて認定する所得月
　額をいい、都営住宅の使用料を決定する基礎となるもので、以下の計算式により算
　出されます。
　　なお、ご自身の認定所得月額は、２月にお送りした「令和６年度収入認定通知書
　兼使用料決定通知書」にてご確認いただけます。

Q 認定所得月額とは、何ですか？

※1　給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に係る措置を含みます。（最大10万円）
※2　特別控除：名義人または同居者の「住民税課税(非課税)証明書」等において、以下の項目に該当す
　　　　　　　　ることが確認できる場合は、認定所得月額の計算の際に控除が受けられます。
　　　　　　　　特定扶養(25万円)、老人扶養(10万円)、障害者(27万円)、特別障害者(40万円)、寡婦
　　　　　　　　(27万円)、ひとり親(35万円)
●寡婦、ひとり親は、本人の所得額から控除されます。本人の所得額が控除額未満の場合は、その額を控
除します。
●年齢16歳～18歳の方を扶養しており、｢住民税課税(非課税)証明書」に「一般扶養」の表示がある方
は、公営住宅法上の特定扶養控除が受けられます。

世帯全体の合計所得金額－（38万円×名義人を除く家族人数）－特別控除（※1※2）
12か月
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　都営住宅等は共同住宅であり、日常生活の様々なことについて約束事や取り決めがありま
す。それらを守っていただくことが、団地にお住まいのみなさん一人ひとりの快適な生活に
つながります。
◎　犬、猫、鳥等の飼育は、固くお断りしています

　他の入居者に迷惑となるので、犬、猫、鳥等の動物の飼育や敷地内
での餌やりは固くお断りしています。
　鳴き声、抜け毛、フン尿等で、近隣の方とのトラブルや、環境衛生
悪化の原因となることも多いためです。
　お断りしている犬、猫、鳥等の飼育を行っている場合は、新たな飼
い主を探すなど、対策を講じてください。
◎　菜園(花壇)耕作は禁止しています

　都営住宅等はみなさんの居住の場であるとともに、都民共有の財産です。そのため、団
地の広場や庭などを、個人や自治会が勝手に使用することはできません。
　禁止している菜園(花壇などを含む)耕作をしている場合は、速やかに中止し、原状に戻
してください。
◎　ごみは所定の場所に決められた日に出すようにしましょう

　ごみは、ごみ置場または所定の場所に決められた日に出すようにして、収集日以外に出
すことは絶対に行わないでください。収集日、収集方法等詳しいことは、所轄の清掃事務
所等の指示に従ってください。
◎　共用廊下・階段・バルコニーでの喫煙は、近隣に配慮し、火の取扱いに注意しましょう

　東京都受動喫煙防止条例で、都民は他人に受動喫煙を生じさせることがないよう努めな
ければならないと規定されています。
　共用廊下・階段・バルコニーでの喫煙は臭いや煙が広がって
近隣の方の迷惑や受動喫煙にもつながりますので、配慮を心が
けましょう。
　また、タバコの火の不始末による火災が多く発生しています。
タバコの火が洗濯物や布団に燃え移ると大変危険ですので、吸
い殻の処分にも十分注意しましょう。

生活ルールを守りましょう

＊共益費の支払いは、みなさんの義務です＊
　エレベーターの保守管理費など、東京都が住宅使用料とともに徴収する共益費以外にも、
廊下灯やエレベーターの電気料などはみなさんで負担する経費であり、自治会等が共益費と
して徴収しています。
　自治会等が徴収する共益費は、入居しているすべての方に支払い義務があります。自治会
に未加入の方、生活保護を受けている方も負担しなければなりません。
※自治会等からの申込みを受けて、共用部分の管理のうち一部を東京都が実施している団地

においては、その費用を住宅使用料と一緒に共益費として東京都が徴収します。

生活のルールは入居時にお渡しした「住まいのしおり」に詳し
く記載しています。JKKホームページでもご覧いただけます。
JKK東京＞都営住宅等にお住まいの皆さまへ＞

「住まいのしおり」Living in Public Housing

1 貧困をなくそう
　世界では、「極度にまずしい」暮らしをしている子
どもたちがいます。みんなが安心できる生活をする
ためには、貧困から抜け出すことが必要です。そのた
めにいろいろなルールや仕組みが考えられています。

パン田先生とSDGsを学ぼう～17のGoals～
質問▶極度にまずしい暮らしをしている子どもは

どれくらいいると思いますか？ ➡答えは P5
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ご自身で浴槽・風呂釡を設置している方へ
　みなさんがご自身の費用で設置した浴槽・風呂釡が故障した場合に、東京都の費用負担で
浴槽・給湯設備を設置します。ご希望の方は以下を確認のうえ、お申し込みください。
申込要件
　⑴ ご自身で設置した浴槽・風呂釡が故障していること。
　⑵ 浴槽・風呂釡を取り替えた場合は、住宅使用料（家賃）を改定するため、改定について

同意をしていただくこと。（注１）
　⑶ ご自身で設置した浴槽・風呂釡を自己負担で撤去・処分すること。（注２）
　⑷ 住宅使用料（家賃）を滞納していないこと。
　⑸ 収入超過、高額所得者に該当しないこと。
　　（注１）住宅使用料（家賃）の改定の目安：月額 500円～ 3,000 円程度の増額
　　　　　　・増額する金額は、世帯の収入区分に応じて異なります。
　　　　　　・正式な金額は、浴槽・風呂釡の取替工事実施後に通知書でお知らせします。
　　（注２）撤去・処分は、取替えを行う施工業者に自己負担で依頼することもできます。
申込方法
　JKK東京お客さまセンターへお電話、又はオンラインで申込書類を請求してください。
　申込書類が届きましたら、受持ちの窓口センターに郵送または持参で提出してください。
※申込後、要件に該当するかの審査を経て、順次、施工業者からご連絡し、現地調査・設
置工事を行います。
申込期間
　令和６年４月１日（月）から令和６年12月27日（金）まで
　※想定を超える申込があった場合には申込期間中でも受付を終了することがあります。
　※来年度の実施については、改めてすまいのひろばでお知らせいたします。

巡回管理人の定期訪問の希望調査を行います
　都営住宅等では、窓口センターに自ら出向くことができず、訪問を希望する方に、巡回管理
人が２か月に１回程度、定期的に訪問し、各種申請の取次ぎや相談等の支援を行っています。
　令和６年４月から令和７年３月にかけて、対象となる世帯に対して希望調査を行うため、巡回
管理人がご自宅を訪問させていただきます。

　令和６年３月以前に入居し、現在、定期訪問の対象になっていない、
80歳以上の方のみの世帯。

対象となる世帯

　ご不在時には、玄関ポストに「質問ハガキ」を投函いたします。質
問に回答のうえ、ご返送ください。

不在の場合

答え
３億5,600万人
（公益財団法人日本ユニセフ協会HPより）

■　申込書の請求先

■　工事内容のお問い合わせ先

◦お電話で　　　8ページ「JKK東京　お客さまセンター」電話番号❶へ
◦オンラインで　「東京都行政手続クラウド申請」をご利用ください。
　スマホ等で右記二次元コードを読み取り、「申請手続を探す」→
　06_都営住宅・都施行型都民住宅　各種届出・請求→浴槽・給湯設備交換申込書の請求

８ページ「JKK東京　お客さまセンター」電話番号❷へ
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地震に備えた
エレベーターの安全知識

◆地震直後にエレベーターが動いていても、余震・停電・故障・
建物損傷などで緊急停止し、閉じ込められるおそれがありま
す。 

危険！避難にはエレベーターを利用しないで！ 

◆エレベーターは、地震を感知すると最寄階で自動的に停止する
安全装置が付いていますが、揺れを感じたら、まず、ご自身で
行先階ボタンを「すべて」押してください。 
最初に停止した階で降り、階段などを利用して避難してくださ
い。

◆もしもエレベーター内に閉じ込められた場合、無理に脱出する
と大変危険です。インターホンで通報し、救出をお待ちくださ
い。インターホンは、非常呼びボタンを「約５秒以上押し続け
る」と外部と通話できます。  

◆エレベーターは、地震で停電が発生しても、非常照明が点灯
　し真っ暗になることはありません。落ち着いて外部と連絡を

とり救出をお待ちください。 

エレベーター利用中に地震に遭遇したら・・・ 

♦おおむね震度４以上の地震の場合は、お住まいのみなさんからご連絡を頂か
なくても、エレベーター保守管理会社が順次、復旧対応いたします。 

♦地震等で多くのエレベーターが停止した場合は、
復旧に「大幅な時間を要す」ことも予測されます。 

♦エレベーターの復旧は、閉じ込めが発生している
建物や、病院などの災害弱者の利用する建物などが
優先されます。
また、大規模地震の場合、複数台設置されている建
物におきましては「１棟に対し１台の復旧」が原則と
なるため、全てのエレベーターが復旧するには時
間を要することがあります。

♦お住まいのみなさんには、ご不便とご迷惑をお掛け
　しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

エレベーターの復旧に関するご理解とご協力のお願い 

停
止
中

停
止
中



　名義人の死亡、離婚又はパートナーシップ関係の解消による転出等のやむを得ない事情が
あり、同居者が都営住宅等に引き続き居住することを希望するときは、JKK東京の窓口セン
ターに「住宅世帯員変更届」及び「住宅使用承継申請書」を提出し、東京都の許可を受けな
ければなりません。
　使用承継できる方は、原則として正式同居許可を受け、継続して居住している名義人の配
偶者又はパートナーシップ関係の相手方に限ります。

使用承継（名義人の変更）に関するお知らせ

≪ご注意ください！≫
〇　承継しようとする方が名義人の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であっても、

以下のような場合には、使用承継できません。
承継事由が発生した時点で、承継しようとする世帯の収入の合計が入居収入基準を超過
している。（以下の事例を参照）
同居許可を受けずに不正に居住している。

【事例：両親及び息子の３人世帯のケース】

〇　使用承継許可を受けないまま、名義人の死亡、離婚又はパートナーシップ関係の解消に
よる転出等が発生した日から６か月を過ぎた場合には、その翌月から近傍同種の住宅 （近
隣の民間賃貸住宅） の家賃相当額を負担していただくことになります。
使用承継許可には、条例等に基づく収入基準、申請理由、住宅使用料等の支払状況、入居年

数などの詳細な要件があります。お問い合わせは、JKK東京　お客さまセンター（８ページの
電話番号❶）にご連絡ください。

※入居収入基準：認定所得月額15万８千円
ただし、高齢や障害等で一定の要件を満たす世帯は、21万
４千円に基準が緩和される場合があります。

世帯に有所得者が同居し、世帯収入の合計が入居収入基準※を
超えている場合は、名義人の配偶者であっても、使用承継を許
可できません。

承継事由発生！
名義人の死亡又は離婚による転出等

名義人が配偶者に代わることにより、
現在減免を受けている方や、収入に
変動がない方であっても、収入超過
となる場合があります。

同居者（子）
（所得の高い方）

名義人の配偶者（母）

名義人（父）

７

※　特に居住の安定に配慮する必要のある高齢者・障害者・病弱者の方については、名義人の三親等内の親族まで
許可される場合があります。

※　都民住宅（地域特別賃貸住宅・特定公共賃貸住宅）にお住まいの方は、名義人の配偶者及び三親等内の親族又
はパートナーシップ関係の相手方であれば許可されます。



８

申請・届出は、郵送やオンラインでの
手続きをご利用ください

　使用料減免申請や世帯員変更届などの手続きは、窓口センターにお越しに
ならなくても、郵送で行うことができます。

「すまいのひろば｣No.384

☆お問い合わせは、JKK東京　お客さまセンターへ☆
受付時間：９時～18時（土日・祝日・年末年始は除く)

各種お手続き
使用料のお支払い
住まい方のご相談　　　　　

修繕のお申込み・ご相談
漏水等の緊急修繕、事故や火災、断水、
居住者の安否に関わる緊急のご連絡は
24時間365日対応

携帯電話の無料通話分や割引サービスが
ご利用可能な方

携帯電話の無料通話分や割引サービスが
ご利用可能な方

ナビダイヤル ナビダイヤル

固定電話からおかけの場合、市内通話料金で通話できます（公衆電話を除く）。
携帯電話からおかけの場合、各電話会社の無料通話分や割引サービスは適用されません。

ナビダイヤル
とは

・月曜日及び休日の翌朝午前9時から10時までは電話が混み合いつながりにくい状態となる場合があります。　
　お急ぎでない方は他の時間帯をご利用ください。
・｢名義人番号」をお伝えいただくと、お問い合わせに要する時間が短縮されます。

☎0570－03－0071 ☎0570－03－0072

☎03－6279－2652 ☎03－6279－2653

｢すまいのひろば」 外国語版はこちら
Foreiɡn-lanɡuaɡe versions

「すまいのひろば」は再生紙を使用しています。
古紙パルプ配合率70％再生紙を
使用しています。

SAVE THE GREEN EARTH!

検索

東京都住宅政策本部ホームページ

検索

JKK東京ホームページ ｢都営住宅等にお住まいの皆さまへ」

東京都住宅政策本部 都営住宅　お住まいの皆さま

JKK東京ホームページに「電話がつながりにくい時間帯について」を掲載しています。 混雑予想→

POST 　４月下旬は、窓口センターが混雑することが予想されます。
５月開始の使用料減免申請は早めにお手続きください。

郵送で手続きできます

　長期不在届や模様替え届などの一部の届出・用紙請求において、「東京都行
政手続クラウド申請」を利用したオンライン受付を行っています。
　JKK東京お客さまセンターにお問い合わせいただいたり、窓口センターへお
越しいただかなくても、各種届出や用紙のお取り寄せが可能です。
　オンライン対象とする手続きも拡大しています。

　対象手続きは、JKK東京ホームページで確認いただけます。　➡

オンライン申請が可能な手続きがあります

行政手続
クラウド申請

手続き一覧
様式ダウンロード
➡


